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帳票配信サービス「eco Deliver Express」契約者向け利用規約 

 

第１条（目的） 

１．eco Deliver Express 契約者向け利用規約（以下「本規約」といいます）は、インフォ

コム株式会社（以下「当社」といいます）が提供する帳票配信サービス「eco Deliver Express」

（以下「本サービス」といいます）の利用について規定するものです。 

２．本サービスは、第３項のサービス（以下「基本サービス」といいます）と、契約者の選

択により利用可能な第４項のサービス（以下「オプションサービス」といいます）により構

成されます。 

３．基本サービスの内容は以下のとおりです。 

（１）契約者が本サービスを利用して納品書、請求書、支払通知書等のデータ（以下「帳票

データ」といいます）を契約者が任意に指定する配信先（以下「受信者」といいます）への

帳票データの配信を支援するサービス 

（２）契約者が指定する一定の期間、受信者に送信した帳票データを保存し、契約者および

受信者が帳票データを参照できるサービス 

４．オプションサービスは、次の各号のサービスとし、契約者は任意に選択の上利用できる

ものとします。なお、各オプションサービスの内容は以下各号のとおりとします。 

（１）帳票作成サービス 

 基本サービスに引き渡す帳票データ（PDF 形式）を生成する 

（２）帳票仕分けサービス 

 基本サービスに引き渡す帳票データの配信先単位、ページ並び替え等の加工をする 

（３）郵送サービス 

 基本サービスで配信する帳票データを印刷し、郵送にて発送するサービス 

（４）FAX 配信サービス 

 基本サービスで配信する帳票データを FAX で配信するサービス 

 

第２条（適用） 

１．本規約は、本サービスの利用に関し、契約者および当社に適用されるものとします。 

２．本規約の他に当社が都度提示する追加規約等は、名目の如何に関わらず本規約の一部を

構成するものとします。 

また、本規約と追加規約等の内容が異なる場合には、追加規約等の内容が優先されるものと

します。 

 

第３条（通知） 

当社から契約者への通知は、電子メールの送信、当社ホームページへの掲載または本サービ

スによる配信により行います。 
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第４条（利用契約の成立） 

１．本サービスの利用を希望する者（以下「利用希望者」といいます）は、本規約に同意の

上、当社所定の利用申込書に必要事項を記載し、当社に提出するものとします。 

２．前項の規定により、利用希望者から本サービスの利用申込があった場合は、当社は当該

利用申込に対する承諾の可否を判断するものとします。 

３．当社は前項の定めに基づき、本サービスの利用申込を承諾する場合は、第３条に定める

方法により、当該利用希望者にその旨および利用可能な環境の情報（アクセス URL、ID、

パスワード等）を通知（以下、総称して「承諾通知」といいます）するものとします。本サ

ービスの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます）は、当社が承諾通知した時点で

成立するものとし、利用契約成立後、利用希望者は契約者として利用契約の定めに従うもの

とします。 

４．当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には本サービスの利用申込を承諾せず、ま

たは承諾を延期することがあります。 

（１）本サービス利用申込時に必要事項が記入されていないか、虚偽の事実が記入されてい

る場合 

（２）当社の業務上、技術上の理由により本サービスが提供できない場合 

（３）本サービスの利用申込をした者が、本サービスに限らず当社へのその他の料金の支払

を怠った場合、または怠るおそれがある場合 

（４）当社が、利用希望者の帳票データの内容が本サービスに適切ではないと判断した場合 

（５）その他、当社が利用申込を適当でないと判断した場合 

 

第５条（届出事項の変更） 

１．契約者は、住所・電話番号・その他の届出事項に誤りや変更があった場合には、直ちに

当社に当社所定の変更申込書で届出るものとします。 

２．当社は、契約者から本サービスに登録されている内容の変更依頼があった場合には、当

社に変更申込書が届いてから５営業日中に反映するものとします。ただし、やむを得ない理

由で遅れる場合には、その旨を通知するものとします。 

３．届出事項の記載不備等によって、当社から連絡、照会ができなくても、これによって契

約者に生じた損害について当社は一切の責任を負いません。 

４．届出事項に不明な点があった場合は、当社より契約者に直接連絡、照会する場合があり

ます。 

 

第６条（利用規約の変更） 

１．当社は、本規約において特段の定めがある場合を除き、契約者の承諾を得ることなく本

規約および追加規約等を変更することができるものとします。この場合、変更日以降におけ
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る契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の本規約および追加規約等によるも

のとします。 

２．当社は、前項の変更内容を第３条に定める方法により変更の効力発生日の３０日前まで

に契約者に通知するものとします。 

 

第７条（契約期間） 

１．当社は、利用契約成立後、契約者に本サービスの利用が可能となる日（以下「利用開始

日」という）を通知するものとします。 

２．利用契約の契約期間は利用開始日から 1 年間とし、これを最低利用期間とします。 

３．契約者は、最低利用期間中、解約希望日の３ヶ月前までに書面により当社に通知するこ

とにより、利用契約を解約することができるものとします。ただし、本項に基づき契約者が

利用契約を解約する場合、契約者は最低利用期間の残存期間分の利用料金相当額を当社に

支払うものとします。 

４．契約期間の満了の３ヶ月前までに、いずれの当事者からも利用契約を更新しない旨の

通知が相手方に対して発せられなかった場合には、利用契約は、１ヶ月間自動的に更新さ

れるものとし、以後も同様とします。 

 

第８条（契約の解除） 

契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は利用契約の全部または一部を直ちに

解除し、または契約者による本サービスの利用の全部または一部を停止させることができ

るものとします。また、当該解除または利用停止の結果、契約者が損害を被ることがあって

も、契約者は当社に対して何らの請求または苦情の申立てを行わないものとし、当社は契約

者が被った損害について一切の賠償の責を負わないものとします。 

（１）契約者が第１６条に定める契約者の義務に従わなかった場合 

（２）契約者が第１８条に定める禁止事項を行った場合 

（３）受信者から本サービスの停止要求があり、その要求に基づき、当社と契約者との間で

協議をし、契約者が改善を約したにも関わらず、その状態が改善されないと当社が判断した

場合 

（４）前各号に定めるほか、契約者が利用契約に違反した場合 

 

第９条（契約解除後のデータ削除） 

第７条３項および第８条による契約解除の場合、当社は契約解除後ただちに契約者が本サ

ービスに登録したデータ（帳票データの他、管理者情報、受信者情報等の全ての情報を含む）

を削除するものとします。なお、当社は当該契約者の希望により削除証明書を発行するもの

とします。 
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第１０条（本サービスの内容） 

１．本サービスの内容は、当社がその時点で合理的に提供可能なものとします。 

２．当社は、契約者が本サービスを利用するためのＩＤおよびパスワードを付与するものと

します。なお、パスワードは契約者が任意に設定することができます。 

３．当社は、契約者のサービス利用に影響のない変更、追加をするときには、契約者への通

知および承諾なく実施します。 

 

第１１条（本サービスの中断・停止） 

１．当社は、サービスの維持にあたり計画的にサービスを停止、中断するときには、２週間

前に契約者に通知します。 

２．前項の定めにかかわらず、当社は、以下のいずれかに該当する場合、契約者に事前に通

知したうえで、本サービスの提供を中断することができるものとします。ただし、緊急やむ

を得ないときは、この限りではありません。 

（１）サービスの提供に必要なハードウェア、ソフトウェア、電気通信設備、その他これに

類するものの保守または工事の為やむを得ない場合 

（２）通信事業者または伝送設備を提供するその他の業者によって生じた障害を原因とし、

本サービスに必要な電気通信経路が確保できなくなった場合 

（３）火災、停電、回線支障等によりサービスの提供ができなかった場合 

（４）突発的なシステム故障が生じた場合 

（５）天災等の不可抗力によりサービスの提供ができなくなった場合 

（６）戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合 

（７）その他本サービスの適切な運用にあたり当社が本サービスの一時中断が必要と判断

した場合 

３．当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関

して契約者又は第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 

 

第１２条（お問合せの受付・回答） 

当社は、本サービスの利用に関する契約者からの質問等に対して回答を行うものとします。

ただし、契約者からの質問は電子メールによるものとし、当社の回答は当社営業日の 9:30

～18:00 に行われるものとします。 

 

第１３条（利用料金） 

１．契約者は、契約期間中、本サービスを利用するにあたり、当社が別途定めるサービス利

用料金（以下「利用料金」といいます）を支払うものとします。 

２．当社は、利用料金を変更する場合、３ヶ月前までに契約者に通知し、契約者の合意を得

た上で変更するものとします。 
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３．本サービスは、利用料金の日割り計算を行わないものとします。 

 

第１４条（利用料金の支払方法） 

１．当社は、契約者に対して当月分の利用料金に消費税および地方消費税相当金額を加えた

金額（以下、「支払金額」といいます。）の請求を翌月初めに請求するものとします。なお、

当月分の利用料金は、毎月１日から末日までの料金とします。 

２．契約者は、前項の請求を受けて、支払金額を請求月の翌月末日（銀行休業日の場合は翌

銀行営業日）までに当社指定の銀行口座に振込むものとします。なお、振込み手数料は契約

者の負担とします。 

３．契約者が、前項に基づく支払いを遅延した場合は、契約者は当該遅延金額に対して、年

１４．６％の割合（１年を３６５日とする日割り計算とします。）による遅延損害金を当社

に支払うものとします 

 

第１５条（自己責任の原則） 

１．契約者は、本規約の内容を十分に理解した上で、自らの判断と責任において本サービス

を利用するものとします。 

２．契約者は、本サービスによって受信者に配信される帳票データについて、自らが責任を

負うことおよび当社が如何なる責任を負わないことを承諾し、帳票データに疑義が生じた

等の場合、直接受信者と協議するものとします。 

３．契約者は、本サービスの利用に伴い自己の責に帰すべき事由で第三者（受信者を含む。

以下同じ。）に損害を与えた場合または第三者からクレームが通知された場合、自己の費用

と責任をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者か

ら損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とし、い

ずれの場合においても当社に対して何らの請求または苦情の申立てを行わないものとしま

す。 

４．契約者は、オプションサービスで使用する帳票データ（PDF 形式）に自らフォントを

埋め込む場合、当該フォントプログラムの著作権者からフォントの埋め込み、およびオプシ

ョンサービスにおける契約者および当社による使用について適法な許諾を受けるものとし

ます。なお、契約者による帳票データ（PDF 形式）へのフォントの埋め込みに関して当該

フォントプログラムの著作権との間で紛争が生じた場合、契約者は自己の費用と責任をも

って処理、解決するものとし、当社に対して何らの請求または苦情の申立てを行わないもの

とします。 

 

第１６条（契約者の義務） 

１．契約者は、本サービスの利用にあたって当社から付与されたＩＤおよびパスワードを第

三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。 
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２．第三者による契約者のＩＤおよびパスワードを用いた本サービスの利用は、契約者自身

の利用とみなします。ただし、当社の故意または過失によりＩＤおよびパスワードが第三者

に利用された場合はこの限りではありません。 

３．契約者は、自己のＩＤおよびパスワードを失念した場合は、直ちに当社に通知するもの

とします。 

４．契約者は、ＩＤおよびパスワードの盗難または第三者による使用の事実を知った場合、

直ちにその旨を当社に通知するものとします。 

 

第１７条（バックアップ） 

契約者は、受信者に配信する帳票データについて、自らの責任でバックアップを作成するも

のとし、当社はかかる帳票データの保管、保存、バックアップ等に関して、その一切の責任

を負わないものとします。 

 

第１８条（禁止事項） 

契約者は、以下の各行為を行ってはならないものとします。 

（１）本サービスを利用する権利の譲渡、使用許諾、貸与、担保提供等一切の処分 

（２）本サービスに支障をきたすおそれのある行為 

（３）当社または第三者の著作権、産業財産権その他の権利を害する行為 

（４）法令または公序良俗に反する態様での本サービスの利用 

（５）受信者に対して、重大な支障を与える方法にて本サービスを利用する行為 

（６）コンピュータウィルス等の有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービス

に関連して使用、もしくは提供する行為 

（７）本サービスにおいて当社が提供するソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブルし、

またはリバースエンジニアリングする行為 

（８）その他当社が合理的に不適当と判断した行為 

 

第１９条（当社の責任） 

１．当社は、契約者が支障なく本サービスを利用できるよう善良なる管理者の注意を持って

本サービスを運営するものとします。 

２．当社は、本サービスの仕様、品質、性能等を含むその内容および契約者が本サービスに

おいて配信する帳票データについて、その完全性、正確性、確実性、有効性、セキュリティ

ー等の如何なる保証も行いません。 

 

第２０条（サービスの改善） 

当社は、本サービスの改善のために、契約者の了解なしに本サービスに変更を加えることが

あります。この場合、第３条に定める方法によって、事前に契約者に通知するものとします。 
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第２１条（機密情報の取り扱い） 

１．当社または契約者は、相手方より提供をうけた技術上、営業上その他業務上の情報で機

密である旨を表示された情報（以下「機密情報」という）を機密に取り扱うものとします。

但し、次の各号に定める情報については、機密情報の対象外とするものとします。なお、本

条において機密情報を開示する当事者を開示者、機密情報を受領する当事者を受領者とい

います。 

（１）開示の時点で公知の情報および開示後受領者の責めによらず公知となった情報 

（２）開示される以前から受領者が正当に取得していたこと、または受領者が独自に開発し

たことを証明できる情報 

（３）受領者が第三者から秘密保持義務を負わず適法に入手した情報 

（４）開示者が本条の対象外とすることを書面により同意した情報 

（５）法律又は裁判所もしくは政府機関の命令、要求または要請される情報 

２．前項の定めに関わらず、受領者は、弁護士､公認会計士､税理士等専門的資格を有する社

外のアドバイザー、親会社および再委託先に対しては、本条と同等の機密保持義務を課すこ

とを条件として相手方から開示された機密情報を開示することができるものとします。ま

た、法令上開示が要求される場合には必要な範囲で開示することができるものとします。 

３．受領者は、機密情報を本件サービス業務遂行の目的のために必要な最小限の範囲の自己

の役員および従業員にのみ開示することができます。 

４．受領者は、第１項に定める義務を前項に定める役員および従業員に遵守させるものとし、

当該自己の役員または従業員が本条の規定に違反した場合は、その責を負うものとします。 

５．開示者から提供を受けた機密情報が本サービス利用上不要となったときは、受領者は遅

滞なくこれらを開示者に返還または開示者の指示に従った処置を行うものとします。 

６．当社および契約者間における帳票データの取り扱いについては、前各項に従うものとし

ますが、契約者と受信者間におけるその取り扱いについては、契約者の責任において受信者

と別途合意するものとします。 

 

第２２条（個人情報の取り扱い） 

当社は、当社の個人情報保護方針に従って、契約者の個人情報を取り扱います。なお、当社

の個人情報保護方針は以下の Web サイトに提示しています。 

https://www.infocom.co.jp/ja/privacy.html 

 

第２３条（再委託） 

１．当社は、契約者に対して本サービスを提供するために必要最小限の範囲の業務を、当社

の指定する第三者（以下、「再委託先」といいます。なお、再委託先からの委託先（再々委

託先）を含むものとします）に委託することができるものとします。 



帳票 Web 配信サービス eco Deliver Express 

©INFOCOM CORPORATION 

 

２．前項の場合、当社は、再委託先に対して、当社が契約者に対して負う利用規約上の義務

と同等の義務を負わせるとともに、必要かつ適切な監督を行うものとします。 

３．当社が再委託先に委託をした場合であっても、当社は、従来どおり、当社に課せられて

いる義務を負担します。 

 

第２４条（反社会的勢力の排除） 

１．当社および契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。 

(１)反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、

暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまた特殊知能暴力集団、

その他これらに準ずる者をいう。以下同じ）に該当せず、今後もそのようなことはないこと。 

(２)自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等および経営事業に実質的な影響力

を有する株主等（以下「役員等」という）が反社会的勢力ではなく、今後もそのようなこと

はないこと。 

(３)自らおよび自己の役員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておら

ず、今後もそのようなことはないこと。 

(４)自らおよび自己の役員等が反社会的勢力を利用しておらず、今後もそのようなことはな

いこと。 

(５)自らおよび自己の役員等が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給す

るなど反社会的勢力の維持運営に協力、関与しておらず、今後もそのようなことはないこと。 

(６)自らまたは第三者を利用して次の各号に掲げる行為のいずれも行わないこと。 

①暴力的な要求行為 

②法的な責任を超えた不当な要求行為 

③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

④風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方、相手方の役員等、関係会社、親会社、顧

客、取引先等の信用を棄損し、または業務を妨害する行為 

⑤その他前各号に準ずる行為 

２．当社は、再委託先（再々委託、再々々委託等それ以降に再委託する場合も含む）が第１

項各号に反しないことを表明し、保証します。 

３．当社は、再委託先が第１項各号に反することが明らかとなった場合、直ちに当該再委託

先との契約を解除し、または解除のための措置をとることを表明し、保証します。 

４．当社および契約者は、相手方に事前に通知したうえで、第１項および第２項の確認のた

めの調査を実施することができるものとします。また、当該通知を受けた相手方は、当社ま

たは契約者による調査に合理的な範囲で協力し、当社または契約者が要請した資料を速や

かに提出するものとします。 

５．当社および契約者は、相手方が本条第１項もしくは第３項に違反し、または違反したと

合理的に判断した場合は、相手方に対し何らの催告をすることなく直ちに利用契約の全部
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または一部を解除することができるものとします。なお、本項の定めは、本項に基づき利用

契約を解除した当社または契約者が被った損害につき相手方に対し損害賠償を請求するこ

とを妨げないものとします。 

６．当社および契約者は、前項に基づく解除により相手方に損害が生じても、かかる損害に

ついて一切賠償責任を負わないものとします。 

 

第２５条（契約者ロゴの使用） 

１．契約者は、当社が本サービスの利用顧客として契約者の企業名および企業ロゴ（以下、

総称して「本ロゴ等」といいます）を本サービスの広告、マーケティング資料、ウェブサイ

ト等に掲載することを許諾するものとします。 

２．当社は、前項に基づき本ロゴ等を使用するにあたり、契約者がウェブサイト等で提示す

る本ロゴ等の使用に関するガイドラインを遵守するものとします。 

３．契約者は、当社による本ロゴ等の使用が契約者の本ロゴ等の使用に関するガイドライン

に違反している、または本ロゴ等について契約者の権利を損なう可能性があると判断した

場合、当社に対して、本ロゴ等の使用の停止・変更を求めることができるものとします。 

 

第２６条（情報の利用） 

当社および再委託先は、契約者による本サービスの利用に伴い取得した情報を、個人を特定

できない形式で統計的に利用し、またサービス改善を目的に利用することがあります。 

 

第２７条（損害賠償） 

本サービスの利用に関して当社の責に帰すべき事由により契約者が損害を受けた場合、当

社はその通常の直接損害に関して損害を賠償する責任を負うものとします。 

なお、損害賠償金額は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわら

ず、月額利用料金を上限とするものとします。 

 

第２８条（準拠法・管轄裁判所） 

１．本利用契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとしま

す。 

２．協議しても解決しない場合、訴訟の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所を管轄裁判

所とします。 

 

第２９条（郵送サービス・FAX 配信サービス特則） 

１．郵送サービスおよび FAX 配信サービスについては、本条の定めを本規約の他の条項の

定めに優先して適用するものとする。 

２．当社は、電気通信事業法第 8 条(重要通信の確保)の規定により、天災事変その他の非
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常事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合は、災害の予防、救援、交通、通信若

しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を

要する重要通信を優先的に取り扱うため、郵送サービスおよび FAX 配信サービスの提供を

制限又は停止することができるものとします。 

３．当社は、郵送サービスおよび FAX 配信サービスにかかる変更については、効力発生日

の 20 日前までに第３条に定める方法により契約者に通知するものとします。 

４．当社は、郵送事業会社に起因し、当社に起因しない不具合が生じた場合、契約者による

郵送サービスの利用の制限または利用不能について、その原因の如何を問わず、如何なる責

任も負わないものとします。 

５．契約者は、FAX 配信サービスにおいて、IP 電話を宛先とする場合、電気通信事業者に

よっては、送信ができない、送信されても画像品質が著しく低下する等の制約が生じること

を承諾するものとします。また、当社は、当該制約に関し、如何なる責任も負わないものと

します。 

６．当社は、都合により郵送サービスまたは FAX 配信サービスの全部又は一部を一時的に

又は永続的に廃止することがあります。この場合、当社は、契約者に対し、廃止する日の３

ヶ月前までに通知します。 

 

２０１３年２月２２日作成 

２０２０年１月３１日更新 

２０２１年１月 ６日更新 

２０２１年６月１６日更新 

 

以上 


